
松前町中小企業等

人材確保事業費補助金

（対象経費や申請方法などは裏面へ）

中小企業等の求人サイト等への掲載、求人チラシの制
作や人材紹介会社を介した採用活動に要する経費の一
部を助成します。

申 請 期 間

※この補助金は、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用しています。

令和８年５月１日（金）～令和８年12月25日（金）※消印有効

※申請期間内でも予算上限に達し次第、終了する場合があります。

補 助 対 象 者

補 助 率・上 限 額

◆ 労働環境配慮に関する認証・認定（※）なし 採用活動経費の２分の１以内 上限 30万円

◆ 労働環境配慮に関する認証・認定（※）あり 採用活動経費の３分の２以内 上限 40万円

最大

40万円

（※）次のいずれかに該当する認証・認定を受けている場合は、補助率と上限額が引き上げられます。
・ひめボス宣言事業所 または ひめボス宣言事業所スーパープレミアム
・くるみん認定 、トライくるみん認定 または プラチナくるみん認定
・えるぼし認定 または プラチナえるぼし認定
・ユースエール認定

【提出先・問い合わせ】

松前町産業課 商工振興係

〒791-3192 松前町大字筒井631番地

TEL：089-985-4120（平日午前８時30分～午後５時15分） 

FAX：089-985-4148

 ：212syoko@town.masaki.ehime.jp 
町補助金

ホームページ

＼詳細はこちら／

◆ 町内に本店を置く中小企業者

◆ 町内に本店を置くか、住所がある個人事業主

◆ 町内に主たる事務所を置く公益法人、協同組合、

医療法人、農業法人など

継続的な事業活動や正規従業員の
求人、同種の補助金等の交付を松
前町以外から受けていないことな
どが必要です！

https://himeboss.jp/
https://himeboss.jp/
https://himeboss.jp/
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/kurumin/index.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/kurumin/index.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/kurumin/index.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/kurumin/index.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html
https://wakamono-koyou-sokushin.mhlw.go.jp/youth-yell/landing/


補助対象事業・対象経費

補助対象事業 補助対象経費

就職情報サイト、求人情報誌その他求人広告への求
人情報の掲載

登録料、利用料その他広告掲載に要する費用

人材紹介サービス又は人材マッチングサイトの利用 サービス利用料、雇用契約成立時の成功報酬

求人動画の制作 動画制作事業者に支払う委託料

求人チラシの制作 原稿作成費、デザイン費、印刷費、配布費

合同企業説明会、採用面接会等への出展 出展料、参加負担金、ブース装飾費

補助対象とならない経費

１．令和８年４月１日から令和９年３月５日以外の期間に実施した事業の経費
２．補助対象者が支払う人件費、光熱水費、消耗品費その他の事業運営に要する費用
３．求人動画を自作する場合の機材費、ソフトウェア費等

申 請 手 順

申請

交付決定

事業の実施

実績報告

変更申請

承認

額の確定

請求
補助金の交付

メール提出、郵送、窓口持参のいずれかの方法により申請書類を提出
①交付申請書（様式第１号） ②事業計画書（様式第２号） ③経費・事業内容が確認できる書類
④（法人）履歴事項全部証明書または法人税の確定申告の写し
⑤（個人）Ｒ７年収支内訳書または青色申告決算書の写し ⑥納税状況確認同意書（様式第３号）
⑦誓約書（様式第４号）⑧（該当する場合）労働環境配慮に関する認証・認定を称する書面の写し
⑨（開業１年未満の個人事業主）開業届の写し ⑩（登録がない場合）口座振替依頼書 など

事業内容等の変更申請
①変更承認申請書（様式第６号）
②事業計画書（様式第２号）
③経費の詳細・金額・事業内容が確認できる書類
④（該当する場合）労働環境配慮に関する認証・認定
を称する書面の写し など

事業完了後、報告書類を速やかに提出
①実績報告書（様式第９号） ②補助事業の実施に要した費用を証する書類
③補助事業の実施状況が確認できる書類

町から中小企業等人材確保事業費補助金額確定通知書で通知

額の確定後、請求書（様式第12号）を提出
補助金を指定口座へ振込み

該当する場合は、変更申請が必要です！
・事業費の20％以上の変更
・補助金額の変更
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